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店頭外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読

んでご理解下さい。 

 

  店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が

生ずることがあります。店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られるこ

ともある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引であり、元本保証をする取引

ではなく、また損失額が預託した証拠金を上回る場合もあります。したがって、

取引を開始する場合または継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引

の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的

等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うこと

が肝要です。 
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す。 
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店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 

 

 
 当社による店頭外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人

金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。 

 

ấ ”  

 

 当社が取り扱う店頭外国為替証拠金取引の取引内容は次のとおりです。 

ａ．取引の対象は、下記に掲載する通貨組合せ（以下「通貨ペア」という。）となります。

通貨ペアとは、本取引の対象となる一対の通貨で、左右並べて表記し、左側の通貨 1

単位に対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。 

 

（取引対象となる 38 通貨ペア） 

1 (USD/JPY) 11 (TRY/JPY) 21 (EUR/NZD) 31 (AUD/USD) 

2 (EUR/JPY) 12 (USD/CAD) 22 (EUR/CAD) 32 (AUD/NZD) 

3 (AUD/JPY) 13 (USD/CHF) 23 (EUR/CHF) 33 (AUD/CAD) 

4 (GBP/JPY) 14 (USD/ZAR) 24 (EUR/ZAR) 34 (AUD/CHF) 

5 (NZD/JPY) 15 (USD/HKD) 25 (GBP/USD) 35 (NZD/USD) 

6 (CAD/JPY) 16 (USD/SGD) 26 (GBP/AUD) 36 (NZD/CAD) 

7 (CHF/JPY) 17 (USD/TRY) 27 (GBP/NZD) 37 (NZD/CHF) 

8 (ZAR/JPY) 18 (EUR/USD) 28 (GBP/CAD) 38 (CAD/CHF) 

9 (HKD/JPY) 19 (EUR/GBP) 29 (GBP/CHF)   

10 (SGD/JPY) 20 (EUR/AUD) 30 (GBP/ZAR)   

AUD＝豪ドル、CAD＝カナダドル、CHF＝スイスフラン、EUR＝ユーロ、GBP＝英

ポンド、HKD＝香港ドル、JPY＝日本円、NZD＝ニュージーランドドル、SGD＝シ

ンガポールドル、TRY＝トルコリラ、USD＝米ドル、ZAR＝南アフリカランド 

 

ｂ．取引単位は、各通貨組合せ（通貨ペア）に共通で、通貨ペアごとに外国通貨 1 万通

貨単位を１ロットとします。 

 また、お客様が当社との間で行う本取引に係る持高は、当社の定める基準の範囲内

で、かつ原則として 20 億円相当額を上限とし、最大発注可能数量は、一回の取引毎

に最大 500 ロットとなります。 
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ｃ．呼び値の最小変動幅（ティック）は、次のとおりとします。 

通貨ペア 
1 通貨単位当たりの 

呼び値の最小変動幅 

上記 a の 1～11 の 11 通貨ペア： 

USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/JPY、NZD/JPY、

CAD/JPY、CHF/JPY、ZAR/JPY 、HKD/JPY、SGD/JPY、

TRY/JPY 

0.001 

上記 a の 12～38 の 27 通貨ペア: 

USD/CAD、USD/CHF、USD/ZAR、USD/HKD、USD/SGD、

USD/TRY、EUR/USD、EUR/GBP、EUR/AUD、EUR/NZD、

EUR/CAD、EUR/CHF、EUR/ZAR、GBP/USD、GBP/AUD、

GBP/NZD、GBP/CAD、GBP/CHF、GBP/ZAR、AUD/USD、

AUD/NZD、AUD/CAD、AUD/CHF、NZD/USD、NZD/CAD、

NZD/CHF、CAD/CHF 

0.00001 

ｄ．当社が通貨ペアごとにオファー価格とビッド価格を同時に呈示し、お客様はオファ

ー価格で買い付け、ビッド価格で売り付けることができます。ビッド価格とオファー

価格との間には価格差（スプレッド）があり、この価格差（スプレッド）分だけオフ

ァー価格はビッド価格よりも高くなっています。スプレッドは、為替相場の変動、市

場の流動性、その他市場環境の変化により変動する場合があります。 

ｅ．取引にあたり、当社からお客様に呈示する為替レートは、ビッド価格とオファー価

格で異なりますが、各々の呈示レートは取引時刻に近接した時点のインターバンクレ

ートを基準とし、市場動向等を勘案して当社が独自に決定します。最新の呈示レート

については、当社のホームページ（URL; http://www.fxtrade.co.jp）内の「外国為替

情報」（為替レート／スワップ）に掲載しております。お取引の際には必ず最新の呈示

レートをご確認ください。 

f．建玉は、通貨の転売または買戻しすることで手仕舞いできます。 

g．通貨の転売または買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に

ロールオーバーして翌営業日に繰り越します。 

ｈ．ロールオーバーは、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け

入れることになるので、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップ

ポイントを当社との間で授受します。同じ通貨の組合せについてのスワップポイント

は、お客様が受け取る場合の方が、お客様が支払う場合よりも小さくなっています。

また、市場実勢の変動により売建、買建ともにお客様の支払いとなることもあります。 

ｉ．お客様が通貨の売買注文を当日決済せずに翌日以降に繰り越す場合、スワップポイ

ントと呼ばれる金利相当金額の精算が必要になります。スワップポイントは、売買さ
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れる両通貨の金利差を基準として当社が独自に決定します。また、同じ通貨ペアの売

買であっても、買付注文の時と売付注文の時では適用されるスワップポイントが異な

ります。スワップポイントは市場動向を反映して予告無く変更されることがあります。

最新のスワップポイントは、当社のホームページに掲載しておりますのでご参照下さ

い。お客様のご注文が、低金利の通貨を売って高金利の通貨を買う取引である場合、

当社からお客様にスワップポイントをお支払いします。（お客様の利益）逆に、高金利

の通貨を売って低金利の通貨を買う注文の場合、お客様から当社にスワップポイント

をお支払い頂くこと（お客様の損失）になりますのでご注意ください。 

ｊ．お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済します。（「ロ

スカット（強制決済）」といいます。詳しくは、「ấ 」の「(7) ⌠₰₢№⅍”

΅」をご参照下さい。）但し、相場が急激に変動した場合には、ロスカット（強制決済）

があっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。 

ｋ．転売または買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売または買戻しを

行った日の翌々営業日とします。但し、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国

市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場

に共通する翌営業日とします。 

 

 

ấῷ ” ₀ ― ῲῺ‮  

 

当社は、店頭外国為替証拠金取引を行うにあたり、法令または約款（規則を含む。）の

規定により例外的に認められている場合を除き、以下の各事項については必ずお客様の

指示に基づいてこれを行い、お客様の同意なくこれらを行うことはありません。 

・取引の種類、取引する通貨及び取引期限の決定 

・取引の件数または数量の決定 

・取引の対価の額または約定値段（取引価格）の決定 

・取引の売買の別及びこれに準じる事項の決定 

・既に成立している取引を期限前に決済すること 

 

 

ấ  

 

(1)  ” ⁵（証拠金の預託  

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、(2)の当初証拠金額以上の額を、当社

が別途指定する銀行預金口座へ差し入れて（入金して）いただきます。 
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(2)   

初回入金最低受付金額は、最低１万円で、１取引単位あたりの最低証拠金額が 5 千

円、維持証拠金額が同じく 5 千円です。 

(3)  ” ⁵ 

証拠金預託額が未決済の店頭外国為替証拠金取引について計算した維持証拠金額を

下回った場合には、証拠金預託額が当初証拠金額以上となるように、追加証拠金（現

金部分が負の金額となった場合の当該負の金額については現金で）を翌営業日 15 時

までに当社に差し入れて下さい。 

( 4) ”   

証拠金預託額のうち、現金部分は、証拠金預託額が当初証拠金額を下回らない範囲

で、引き出すことができます。 

(5)  •₰─№↨−ₐ└⅍” ΅ 

当社が行う値洗いにより発生する評価損益及び建玉のロールオーバーに伴い発生す

るスワップポイントは、証拠金預託額に現金部分として加算または減算されます。 

(6)  ‚⁭⁴  

証拠金の差し入れは、現金のみとし、有価証券により充当することはできません。 

( 7)  ⌠₰₢№⅍” ΅ 

金融商品取引業者は、顧客の未決済のポジション（建玉）を決済した場合に生じる

こととなる損失の額（値洗いによる評価損益及びスワップポイントを加減します。）

が証拠金預託額に対し所定の割合に達した場合、損失の拡大を防ぐため、顧客の計

算において建玉を反対売買して決済します（「ロスカットルール」といいます。）。当

社では、お客様の「証拠金維持率」が 50%未満になるとお客様に事前に通知するこ

となく、当社の裁量によりお客様のポジションを強制的に反対売買により決済（ロ

スカット）いたします。また、ロスカットにかかる注文は、成行注文で行われます。

したがって、ロスカットが行なわれた場合、お客様にとって不利益な価格での決済

となる可能性があり、相場が急激に変動した場合には、ロスカット（強制決済）が

あっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。 

 (8)  ₀ ” ‴‖‚   ⁵’΅ ” ΅ 

当社が請求した証拠金をお客様が所定の日時までに差し入れなかった場合には、当

社は、当該店頭外国為替証拠金取引を決済するため、任意に、お客様の計算において

建玉の反対売買を行うことができます。（お客様が店頭外国為替証拠金取引に関し、当

社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。） 

(9)  ”  

・証拠金の返還については、お客様の取引口座の「出金可能額」の範囲でのみ行いま

す。証拠金の返還を行う場合は、当社は、お客様より証拠金の返還の請求を受け付

けた日から遅くとも 3 銀行営業日以内（口座解約の場合の返還は証拠金の返還の請
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求を受け付けた日から 5 銀行営業日以内）にお客様の指定する銀行口座に送金しま

す。 

・上記における「証拠金の返還の請求を受け付けた日」とは、お客様が、銀行営業日

の正午 12 時前（正午 12 時を含まない。）に証拠金の返還の請求を行った場合は当

該返還請求を行った当日、正午 12 時以降（正午 12 時を含む。）に証拠金の返還の

請求を行った場合は当該返還請求を行った日の翌銀行営業日となります。 

(10)  ”  

   お客様への証拠金返還時の銀行振込手数料は、原則として、お客様負担となります

が、口座開設後に取引実績があるお客様につきましては、一回の証拠金の返還請求金

額が 5 万円以上の場合、証拠金返還時の銀行振込手数料は当社が負担します（但し、

解約による証拠金返還または顧客区分管理信託の受益者代理人により有事の際に証拠

金を返還する場合の銀行振込手数料はお客様負担となります。）。 

 

 

ấ ‚ ῲ ”  

  当社は、店頭外国為替証拠金取引を行うにあたり、原商品（取引対象の通貨）の授受

をせず、受渡決済価格と約定価格の差に基づいて算出した差損益を授受することによる

決済方法（差金決済）にて決済を行うものとし、転売または買戻しに伴うお客様と当社

との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。 

 

   ｛1 万通貨単位×約定価格差（円）＋累積スワップポイント｝× 取引数量 

 

(注) 約定価格差とは、転売または買戻しに係る約定価格と当該転売または買戻しの対象

となった新規の買付取引または新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。 

 

 

ấ ‚ ⁴  

 個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金（売買による差益及びスワップポ

イント収益）は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間（1 月 1

日から 12 月 31 日まで）20 万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。 

 

 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、

益金の額に参入されます。 

 

金融商品取引業者は、顧客に店頭外国為替証拠金取引で発生した益金の支払いを行った

場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金
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融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 

 

詳しくは、管轄の税務署へ照会されるか、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 
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店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 
 

 お客様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。 

 

 

(1)  ”  

ａ．本説明書の交付を受ける 

はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭外国為替証拠金取引の取

引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を

行う旨の確認書をご提出下さい。 

ｂ．店頭外国為替証拠金取引口座の設定 

店頭外国為替証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に店頭外国為替証

拠金取引口座の設定に関する約諾書を差し入れ、店頭外国為替証拠金取引口座を設

定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。 

当社との取引に関するお客様の債務の履行及び決済は、全てお客様が当社に開設

する取引口座を通じて行われます。したがって、取引の開始にあたっては、当社に

取引口座を開設して頂く必要があります。なお、口座を開設するには、一定の投資

経験、知識、資力等が必要です。 

(2)  ”  

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正

確に指示して下さい。 

ａ．注文する通貨の組合せ 

ｂ．売付取引または買付取引の別 

ｃ．注文数量 

ｄ．価格（指値または成行）（指値には、当社が呈示するオファー価格またはビッド価

格に応じる場合を含みます。） 

ｅ．注文の有効期間（無期限（GTC）注文のみ） 

ｆ．その他お客様の指示によることとされている事項 

(3)  ” ⁵ ”  

店頭外国為替証拠金取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れて（入

金して）いただきます。証拠金の差入れは、現金のみとし、株券等の有価証券で代用

することはできません。お客様が新規の売買注文を行うためには、新たに証拠金を取

引口座にご入金頂くか、または取引口座の「証拠金維持率」が一定率を上回っている

必要があります。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追

加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。 

当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。 
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( 4)   ‴‍„  ‚⁭⁴ ”  

建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売または買戻しとし、取引

数量分が建玉から減尐します。決済される建玉は、お客様の指示によりますが、指示

がない場合は先入先出法によります。同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つ

こと（「両建て」といいます。）については、お客様より申出があった場合には受け付

けますが、両建ては、お客様にとって、オファー価格とビッド価格の差、証拠金を二

重に負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。 

(5)  ₀ ‍ ”  

注文をした店頭外国為替証拠金取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容

を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。 

(6)  ”  

お客様が当社との取引を決済する方法は、反対売買による差金決済とします。 

取引の決済によって損失が発生した場合、当該金額が取引口座にお預かりしている証

拠金から差引かれます。利益が発生した場合には、当該金額は証拠金として取引口座

に加算されます。 

(7)  ”  

当社がお客様から取引の注文を受けた場合、当該注文が決済されるまでの間、取引

口座の「証拠金維持率」を、当社が定める一定の「証拠金維持率」以上に維持してい

ただきます。 

(8)  ” ᾿ •  

当社の取引手数料は無料です。したがって、取引時にお客様と当社が合意したレー

トがそのまま約定レートとなります。 

(9)  ᾿ ᾿ ”  

当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様からご請求があった場合は取引成

立のつど、お客様からのご請求がない場合は四半期ごと（残高があるものの取引成立

がない場合は１年ごと。以下「報告対象期間」といいます。）にお客様の報告対象期間

において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金（現金

のみに限る。）及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様

に交付します。 

  ( 10)  ‚⁭⁴ ”  

当社からの書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨を

書面または電磁的方法により承諾して下さい。 

(11)  ​”  

その他当社での取引開始までの手順については、当社ホームページの「口座開設」

（「口座開設の流れ」）をご参照ください。実際の取引システム、操作方法等について

は、当社ホームページの「取引システム」（「システムガイド」）をご参照ください。 
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また、当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違

または疑義があるときは、速やかに当社の取扱責任者に直接ご照会下さい。 

 
 

 店頭外国為替証拠金取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社にお尋

ね下さい。 
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店頭外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為 
 

 

 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金

取引、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行

為（以下、「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁

止されていますので、ご注意下さい。 

 

ａ．店頭外国為替証拠金取引契約（顧客を相手方とし、または顧客のために店頭外国

為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。）の

締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 

ｂ．顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤

解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する

行為 

ｃ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問

しまたは電話をかけて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為（但

し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客（勧誘の日前１年間に、２以上

の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を

有する者に限ります。）に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する

業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外

されます。） 

ｄ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、

その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 

ｅ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替

証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しな

い旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をす

る行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨

の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 

ｆ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせる

ような時間に電話または訪問により勧誘する行為 

ｇ．店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあら

かじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全

部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の

利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは

約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 
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ｈ．店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部若しくは

一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の

利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約

束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

ｉ．店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、ま

たは顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供

し、または第三者に提供させる行為 

ｊ．本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況

及び店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるた

めに必要な方法及び程度による説明をしないこと 

ｋ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき

誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 

ｌ．店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の

利益の提供を約し、または顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為（第

三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。） 

ｍ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若

しくは脅迫をする行為 

ｎ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその

他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、

または不当に遅延させる行為 

ｏ．店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の

財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段によ

り取得する行為 

ｐ．店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ

明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行

為 

ｑ．あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引を

する行為 

ｒ．個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員（役員が法人であると

きは、その職務を行うべき社員を含みます。）若しくは使用人が、自己の職務上の地位

を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た

特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠

金取引をする行為 

ｓ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、

売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一

定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式



- 18 - 

に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行する

ことを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこ

と（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により

締結する場合を除きます。） 

ｔ．店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証

拠金取引の売付または買付と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減尐さ

せる取引をいいます。）の勧誘その他これに類似する行為をすること 

v．通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託し

た証拠金額（計算上の損益を含みます。）が金融庁長官が定める額に不足する場合に、

当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること

u．通貨関連デリバティブ取引（店頭外国為替証拠金取引を含みます。V.において同じ。）

につき、顧客が預託する証拠金額（計算上の損益を含みます。）が金融庁長官が定める

額（平成 22 年 8 月 1 日以降は想定元本の 2％、平成 23 年 8 月 1 日以降は同じく 4％。

以下同じ。）に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させる

ことなく当該取引を継続すること 
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店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語 
 

║受渡決済（うけわたしけっさい） 

店頭外国為替証拠金取引の場合は、売り付けた通貨を引き渡して買い付けた通貨を受

け取ることにより決済する方法をいいます。 

・売建玉（うりたてぎょく） 

売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 

・オファー 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることを

いいます。顧客はその価格で買い付けることができます。 

・買建玉（かいたてぎょく） 

買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。 

・買戻し（かいもどし） 

売建玉を手仕舞う（売建玉を減じる）ために行う買付取引をいいます。 

・カバー取引（カバーとりひき） 

金融商品取引業者が顧客を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によ

るリスクの減尐を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の

別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方と

して行う為替取引または店頭外国為替証拠金取引をいいます。 

・金融商品取引業者（きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ） 

店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引

法による登録を受けた者をいいます。 

・差金決済（さきんけっさい） 

先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損

失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 

・指値注文（さしねちゅうもん） 

価格の限度（売りであれば最低値段、買いであれば最高値段）を示して行う注文をい

います。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。 

・自動ロスカット（じどうロスカット） 

顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧

客の建玉を強制的に決済することをいいます。（強制決済） 

・資産合計（しさんごうけい） 

お客様の取引口座でお預りしている現金と決済済みの取引から生じた損益の合計額です。 

・出金可能額（しゅっきんかのうがく） 

お客様がお引き出し可能な金額です。 
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・純資産（じゅんしさん） 

お客様の取引口座における資産の状況で、お客様の「ポジション評価額」、「口座残高」

及び「未記帳の損益・手数料」の合計額です。 

・証拠金（しょうこきん） 

先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金（お客

様が当社と店頭外国為替証拠金取引を行うに当り、当社がお客様から担保としてお預

りする金銭）をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉

について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、

顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水

準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。 

・証拠金維持率（しょうこきんいじりつ） 

「利用証拠金」の「純資産」に対する比率（純資産／利用証拠金）です。 

・スワップポイント 

店頭外国為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌

営業日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実

質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場

合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をス

ワップポイントといいます。 

・追加証拠金（ついかしょうこきん） 

証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合

に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。 

・デリバティブ取引（デリバティブとりひき） 

その価格が取引対象の価値（数値）に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。

先物取引及びオプション取引を含みます。 

・店頭外国為替証拠金取引（てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき） 

通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも尐額の証拠金を預託して大きな取引を

行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。 

・店頭金融先物取引（てんとうきんゆうさきものとりひき） 

店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及

び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引

をいいます。 

・店頭デリバティブ取引（てんとうデリバティブとりひき） 

金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行わ

れるデリバティブ取引をいいます。 

・転売（てんばい） 

買建玉を手仕舞う（買建玉を減じる）ために行う売付取引をいいます。 
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・特定投資家（とくていとうしか） 

店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると

認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は

特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家

以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。 

・値洗い（ねあらい） 

建玉について毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。 

・媒介取引（ばいかいとりひき） 

金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取

引をいいます。 

・ビッド 

金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることを

いいます。顧客はその価格で売り付けることができます。 

・評価損益（ひょうかそんえき） 

お客様の保有するポジションの約定レートと評価レートとの差から算出された損益額 

です。 

・ヘッジ取引（ヘッジとりひき） 

現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスク

を減尐させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融

商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。 

・利用証拠金（りようしょうこきん） 

お客様が現時点において保有されているポジションのために現在ご利用中の証拠金の

合計金額です。 

・両建て（りょうだて） 

同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。 

・レバレッジ 

  証拠金に対する取引金額の倍率をレバレッジと呼びます。 

・ロールオーバー 

店頭外国為替証拠金取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営

業日に繰り越すことをいいます。 

・その他 

その他店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語の解説については、当社ホームペ

ージ「用語集」をご参照ください。
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当社への連絡方法 

 

 

店頭外国為替証拠金取引に関するお問い合わせは、下記の連絡先で承ります。 

 

【連絡先】 

・電話番号：0120－445－435（フリーダイヤル） 

 

・E メールアドレス：support＠fxtrade.co.jp 

 

・ホームページ：http://www.fxtrade.co.jp 
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当社の概要ならびに当社事業の内容及び方法の概要 

 

１）商号         株式会社 FX トレード・フィナンシャル 

             FXTrade Financial Co., Ltd. 

２）業種         第一種金融商品取引業 

３）登録番号       関東財務局長（金商）第 258 号 

４）本店所在地      〒108-0014 東京都港区芝 5－31－16  YCC ビル 7 階 

５）設立年月日      平成 18 年（2006 年）6 月 14 日 

６）資本金        3 億 5000 万円（平成 22 年 2 月 1 日現在） 

７）主要株主       ＦＸトレード・ホールディングス合同会社（100％） 

６）主な事業       インターネットを介したオンライン外国為替証拠金取引の提供 

７）兼業業務       外国為替証拠金取引専業（平成 22 年 2 月 1 日現在） 

８）役員構成       代表取締役  鶴  泰治 

         取 締 役  太田 順也 

             取 締 役  小林 彰彦 

             監 査 役  笠井 隆司 

９）加入している 社団法人金融先物取引業協会（会員番号：1570 号） 

協会及び認定    

投資者保護団体等 

10）沿革 

2006 年 6 月  ｴﾌｴｯｸｽﾌｫｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社設立（東京都港区虎ノ門）。 

2006 年 11 月  本店を港区六本木に移転。 

2007 年 3 月  金融先物取引業登録（関東財務局長(金先)第 174 号） 
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2007 年 4 月  営業開始（GFT 社の IB として媒介業務）。 

2007 年 9 月  第一種金融商品取引業者登録（関東財務局長(金商)第 258 号） 

2007 年 10 月  サクソ銀行のホワイトラベル業者として相対業務へ移行。 

2008 年 5 月  FXTrade PTE を割当先とする第三者割当増資 2500 万円実施。 

（増資後資本金１億 6850 万円） 

2008 年 7 月 FX FOUR HOLDINGS LIMITED が保有する全株を FX トレード・ホ

ールディングス合同会社（旧合同会社ティー・アンド・オー。

「FXT LLC」と略称。）が取得、さらに第三者割当増資 8150 万

円（増資後資本金 2 億 5000 万円）を引受け、FXT LLC が経営権

を取得。 

2008 年 8 月 社名を株式会社 FX トレード・フィナンシャルへ変更、本店を

港区芝へ移転。代表取締役社長に鶴泰治就任。 

2008 年 9 月 FXTrade PTE が保有する全株を FXT LLC に譲渡、FXT LLC が当

社を完全子会社化。 

2008 年 10 月  FXT LLC を割当先とする第三者割当増資 2 億円実施 

（増資後資本金 4 億 5000 万円）。 

24 時間取引可能な「FX トレード」サービス、即時入金サービ

ス、当日出金サービスを開始、同時に日興シティ信託銀行での

全額信託保全を開始するなど、ビジネスモデルを全面リニュー

アル。 

2009 年 3 月 財務の健全化を目的に累損一掃のための減資 2 億円（減資後資

本金 2 億 5000 万円）を実施、同時に FX トレード・ホールディ

ングス合同会社を割当先とする第三者割当増資 1 億円実施（増

資後資本金 3 億 5000 万円）。 

2010 年 1 月 改正内閣府令に対応した顧客区分管理信託方式に移行するた

め信託保全先を日興シティ信託銀行から DB 信託株式会社に変

更。現在に至る。 
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「FX トレード」外国為替オンライン取引約款 

 

株式会社 FX トレード・フィナンシャル（以下「当社」という。）は、日本法の下で設立さ

れ、その営業所を東京都港区芝 5-31-16  YCC ビル 7 階に置く株式会社である。 

 

顧客（以下「お客様」という。）は、個人の場合は完全な権利能力を有する成人であること、

法人の場合は日本法に基づき正式に設立された法人であり、「FX トレード」外国為替オン

ライン取引約款」（以下「本契約」という。）及びそれに付随もしくは派生するあらゆる契

約を締結する能力を有すること、ならびに、当該能力の有無に関わらず、本契約及びそれ

に付随もしくは派生するあらゆる契約はお客様の法的義務を構成し、お客様を拘束するも

のであることをここに確認する。 

 

当社は、日本法に基づき正式に設立された株式会社であり、本契約を締結する能力を有する

ものであることをここに確認する。 

 

お客様は、当社の提供する店頭外国為替証拠金取引サービス（ 以下「FX トレード」また

は「FX トレード取引」という。）の利用申し込みに際し、当社より本契約のほか「店頭外

国為替証拠金取引説明書」、及び「FX トレード・インターネット取引規則」を交付（電磁

的方法により提供を受ける場合を含む。）され、これを熟読のうえ十分理解したこと、また

FX トレード取引の内容を十分に理解したことをここに確認する。お客様は、自らの判断

と責任において FX トレード取引に関する以下の条件に合意し、申込書の該当部分のチェ

ックボックスにチェックを入れることにより、これを証するものとする。 

 

 

合 意 条 項 

 

第 1 条（当社の取引口座による処理） 

取引証拠金、また、未決済の売買注文（以下という。）ポジションの決済取引について、転

売若しくは買戻しを行った場合の差損益金、若しくは通貨の受渡し、通貨の売買に伴う当

該通貨の買付代金及び売付代金、その他授受する金銭は、すべてお客様が当社に開設する

FX トレード取引口座（以下「取引口座」という。）で処理するものとする。 

 

第 2 条（FX トレード取引） 

(1) FX トレード取引とは、広義にはインターネット取引相場において一通貨の購入と他通

貨の売却を同時に行う取引を指し、本契約において FX トレード取引とは、当社とお

客様の間で行われるインターネットによる店頭外国為替証拠金取引をいう。 
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(2) FX トレード取引は、為替の直物取引であるが、次条に定めるロールオーバー取引を実

行することにより、決済日を翌日以降に繰延べることができる。 

(3) お客様は、当社が定める FX トレード・インターネット取引規則（以下「本規則」と

いう。）に従って FX トレード取引を行うことに同意する。本規則は本契約の一部を構

成し、本契約の条項と同様にお客様を拘束するものとする。 

 

第 3 条（ロールオーバー取引） 

お客様は、FX トレード取引において、売買成立の翌営業日以降、当該売買にかかる通貨

の金利差に相当するスワップポイントを授受することにより、当該売買注文の受渡し日を

翌決済日以降に繰り延べる（ロールオーバーする）ことができる。 

 

第 4 条（FX トレード取引に関するリスクの確認） 

お客様は次の各号に掲げる内容を十分把握し、本契約に記載されている事項を承諾し、自

らの判断と責任において FX トレード取引を行うことを確認する。 

(1) お客様が FX トレード取引を行うにあたり、対象通貨にかかる外国為替相場の変動リ

スク、対象通貨及び金利変動等のリスクを負担していること。 

(2) お客様が FX トレード取引を行うにあたり、政治、経済、または金融情勢の変化、各

国政府の規制や外国為替市場の規制、通信障害等による取引の制限ないし故障が生じ

るリスクを負担していること。 

(3) 市場におけるポジションやその継続のために預託した取引証拠金及び追加払込金の全

てを失う可能性があること。もし市場が当該ポジションに対して不利に動けば、お客

様は当該ポジションを維持するため早急に相当額もしくは十分な額の追加資金の払い

込みを求められることがあること。また、もし所要資金が指定期間内に払い込まれな

い場合、当該ポジションは損を出して解消されることがあり、その結果取引勘定が貸

し越しになった場合、お客様はその債務につき弁済義務を負うものであること。 

(4) FX トレード取引に関るお客様の資金及び／または証拠金は、当社の他の顧客のそれと

同等に扱われること。 

(5) FX トレード取引に関するリスクは本契約、本規則及び店頭外国為替証拠金取引説明書

に開示されているものが全てとは限らないこと。 

 

第 5 条（売買注文） 

お客様が売買注文を出すときは、次に掲げる事項を確認する。 

(1) ユーザ名及びパスワード 

(2) 通貨の種類 

(3) 注文の種類 

(4) 注文の区別（売りまたは買い／ビッドまたはオファー） 
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(5) 取引金額（取引数量）  

(6) 指値注文の場合の注文有効期限 

 

第 6 条（注文の種類） 

FX トレード取引において実行できる注文の種類は、以下の通りとする。 

注文の種類  

(1) 「成行注文」 価格指定を行わず、その時々の市場動向に応じた価格で約定

させる注文。 

(2) 「指値注文」 取引成立価格を指定してする注文。 

(3) 「逆指値注文」 指定した価格以上になれば成行で買う、または指定した価格

以下になれば成行で売る注文。 

(4) 「OCO 注文」 ２つの注文を同時に出し、一方が成立した際にもう一方が取

り消される注文。 

(5) 「IF DONE 注文」 新規の注文をする際に仕切りの指値注文を同時に発注する

方法。最初の注文が約定すると、同時に２番目の注文が執行

される。 

(6) 「トレールストップ」 高値または安値にあわせてリアルタイムで逆指値注文を自

動修正する注文。 

 

第 7 条（売買注文の受付） 

お客様が FX トレード取引を利用できる時間は、別途当社が定めるところによる。 

  

第 8 条（注文の取消・変更） 

(1) 売買注文の取消及び変更は、取引時間内であれば、当初注文が約定されていない場合

に限り、お客様がいつでも行えるものとする。 

(2) 取引システムの欠陥または故障、通信の異常、その他の技術的要因その他当社にとっ

て不可抗力による要因により、市場価格から著しく乖離し、誤りであることが明らか

な異常価格で約定した取引については、当該取引を無効とし、解除することができる

ものとする。但し、当社は、当該取引を解除する旨及びその理由をお客様に遅滞なく

通知するものとする。 

 

第 9 条（売買注文の執行） 

お客様の売買注文は、当社がそれを受け付けた後執行するものとする。但し、新規の FX

トレード取引の注文の場合で、「証拠金維持率」が当社の定める一定の比率（50％）未満

の場合は、当該注文は執行されない。 
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第 10 条（取引内容の確認） 

お客様が行った FX トレード取引の売買注文の内容等について、当社とお客様との間で疑

義が生じたときは、お客様が当社のシステムに入力したデータの記録内容をもって処理す

るものとする。 

 

第 11 条（FX トレード取引の数量） 

(1) 取引の数量は、当該 FX トレード取引金額にかかる必要証拠金の額により制限される。 

(2) 一回の FX トレード取引の上限は通貨ペアによってその上限を定めることとする。 

(3) お客様が当社との間で行う本取引に係る持高は、当社の定める基準の範囲内とする。 

 

第 12 条（為替レート） 

(1) 為替レートはお客様の FX トレード取引について一通貨単位の取引レートを表示する。 

(2) お客様は、前項の為替レートがその時の相場状況、為替相場の変動により、お客様が

期待した価格と同一にならない場合があることを確認する。 

 

第 13 条（値洗い） 

便宜上純資産の額を正確に計算するため、お客様の FX トレード取引におけるポジション

の約定値段と現在の市場価格との差額の算出（値洗い）はリアルタイムで計算される。 

 

第 14 条（証拠金） 

お客様は FX トレード取引を行うことにより生じる当社に対する全ての債務を担保するた

め、証拠金を預託し、維持しなければならない。 

 

(1) 証拠金 

お客様が FX トレード取引における売買注文の実行に先立ち、当社が指定する方法により、

当該注文における取引額に対し、当社が適宜指定する金額の証拠金を当社に預託するもの

とする。 

(2) 証拠金維持率 

証拠金維持率は当社の定める一定割合を下回ってはならないものとする。 

 

第 15 条（取引口座からの出金） 

(1) お客様から出金可能額の全部または一部の返還請求があったときは、当社は当該返還

請求を受け付けた日から遅くとも 3 銀行営業日以内に、取引口座の解約にともなう返

還請求の場合は当該返還請求を受け付けた日から 5 銀行営業日以内に、当該返還請求

にかかる額をお客様名義の銀行口座宛に返還する。 

この際、返還時の銀行振込手数料は、返還額が 5 万円以上の場合は当社負担とし、5 万
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円未満の場合、または、口座開設後全く取引をしていない場合は、お客様負担とする。 

(2) 前項における「当該返還請求を受け付けた日」とは、お客様が、銀行営業日の正午 12

時前（正午 12 時を含まない。）に証拠金の返還の請求を行った場合は当該返還請求を

行った当日、正午 12 時以降（正午 12 時を含む。）に証拠金の返還の請求を行った場合

は当該返還請求を行った日の翌銀行営業日とする。 

(3) 当社は、お客様より証拠金の返還請求を受け付けた場合、当社が正式に証拠金の返還

請求を受け付けた旨を電子メールにてお客様に通知するものとする。 

 

第 16 条（自動ロスカット／強制決済） 

(1) 当社は、上記第 14 条第 2 項に定める証拠金維持率を当社が定める一定の比率以上に保

つために必要な限度で、当社の裁量により、お客様のポジションの全部または一部を

強制的に決済することができる。この場合、お客様は当社が当社の判断にて当該処分

を行うことに合意し、その結果に一切異議を唱えない。 

(2) 前項において、当該処分の対象となる既存の FX トレード取引が複数あるときは、そ

のポジションを処分する順序は、保有期間の長いものから先に処分される。 

(3) 第 1 項または第 2 項の規定によりポジションの処分を行ったときは、その約定値段に

より売買損を計算し、当該売買損の受払いは、お客様の口座残高から控除する方法で

行い、残高が不足となった場合は、当社が指定する期限までに不足額をお客様が支払

うものとする。 

(4) 当社が本条第 1 項、第 2 項の規定により、お客様のポジションの処分を行った場合に

は、当社はその処分内容をお客様に通知する。 

 

第 17 条（預託金等による債務の弁済） 

当社がお客様から預託を受けた証拠金、FX トレード取引にかかる差益金その他取引口座

内の金銭は、FX トレード取引に関してお客様が当社に対して負担するすべての債務につ

いて共通の担保とする。 

 

第 18 条（期限の利益の喪失） 

(1) お客様に以下の各号のいずれかの事情が生じた場合には、当社からの通知、催告等が

なくても、お客様は FX トレード取引について当社に対して負担する一切の債務につ

き期限の利益を喪失し、直ちにその債務を弁済しなければならない。 

(a) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、

特別清算開始その他類似の倒産手続の申立てがあったとき。 

(b) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(c) お客様が有する債権について、仮差押、仮処分または差押の通知が送達されたとき。 

(d) 外国の法令に基づき前各号のいずれかに相当する事由が生じたとき。 
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(e) 所在不明となったとき。 

(f) 死亡または心身の故障により FX トレード取引の継続が困難となったとき。 

(2) お客様に以下の各号のいずれかの事情が生じた場合には、当社からの通知により、お

客様は FX トレード取引について当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益

を喪失し、直ちにその債務を弁済しなければならない。 

(a)  FX トレード取引にかかる支払についてその履行を遅滞したとき。 

(b) 本契約その他当社との間の約定のいずれかに違反したとき。 

(c)上記のほか当社が債権保全を必要とする事由が生じたとき。  

 

第 19 条（差引計算） 

お客様が、期限の利益喪失、本契約の終了その他の事由により本契約上の債務を直ちに履

行しなければならない場合、当社は、お客様の当該債務について、取引口座における当社

のお客様に対する預り金債務との間で、その弁済期の前後にかかわらず、対等額で相殺す

ることができる。 

  

第 20 条（当社及び当社役員等の責任） 

当社、当社の取締役その他の役員、管理職員、従業員、及び代理人（以下「当社役員等」

という。）は、お客様が本契約(FX トレード取引ならびに当社が FX トレード取引を拒絶し

たという事実を含む。)の下で被る一切の損失、損害、被害、費用、支出に関して一切責任

を負わない。但し、当社または当社役員等の重大な過失、故意の不履行、詐欺行為による

場合を除く。また、いかなる場合も、当社及び当社役員等は派生的損害や特別損失に関す

る責任を負わない。 

 

第 21 条（通知及び交付書面） 

当社からお客様に対して発すべき通知及び交付書面は、FX トレード取引に係るシステム

画面上の表示または電子メールによる送信、その他法令で定める電磁的方法によって行う

ことができる。 

 

第 22 条（通知の効力） 

(1) 当社からお客様に対して発すべき通知を、FX トレード取引に係るシステム画面上に表

示する方法により行った場合における通知の効力は、当該システム画面上に表示され

た時に発生する。 

(2) 当社からお客様に対して発すべき通知を、電子メールを送信する方法により行った場

合における通知の効力は、お客様の届出電子メールアドレスまたは自宅ないし職場住

所に宛てた FX トレード取引に関する当社の通知が、電子メールアドレスの変更、転

居、失踪その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場
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合においては、当該通知は同種の通知が通常到達すべき時に到着したものとみなす。 

(3) 当社からお客様に対して発すべき通知を、法令で定める電磁的方法によって行った場

合における通知の効力は、法令等に定める時に発生するものとする。 

 

第 23 条（届出事項の変更） 

氏名、印鑑、社印または電子メールアドレス、住所若しくは所在地その他の届出事項に変

更があったときは、お客様は当社に対し直ちに書面、電子メール、ファックス等によりそ

の旨届出るものとする。当社は当該届出の受理を確認するものとする。 

 

第 24 条（免責事項） 

以下に掲げる事由に基づく損害については、当社及び当社役員等はその原因・理由の如何

を問わず一切の責任を負わないものとする。 

(a) 当社の責任によらない事由（政府の規制等による、外国為替市場の規制や取引の停止、

その他天災地変、戦争、ストライキ、または通信機器及び通信施設の故障や機能停止

等を含む。但し、当該事由についてはそれらに限定されないものとする。）に基づいて

お客様が直接または間接的に被る損失 

(b) 所定の書類に使用された印鑑または署名がお客様の届け出た印鑑または署名と相違な

いものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害 

(c) 当社、お客様または外国為替市場関係者その他の第三者が使用するコンピューターの

ハードウェア及びソフトウェアの故障、誤作動その他の不具合により生じた損害 

(d) お客様が無線通信の方法を用いた取引を行う場合において電波障害、無線通信の切断

等の事由により注文等が当社に適切に受理されなかったことにより生じた損害 

(e) お客様の口座番号、パスワード等をお客様自身が入力したか否かに拘わらず、あらか

じめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損

害 

 

第 25 条（債権譲渡等の禁止） 

お客様が当社に対して有する「FX トレード」取引に係る債権は、これを他に譲渡または

質入れしないものとする。 

 

第 26 条（諸費用の支払等） 

(1) お客様は、本契約ならびに事前にお客様に通知されるところのその他の定めに基づき

FX トレード取引を行うにあたってお客様が負担すべき諸費用及びそれに関連する公

租公課等（以下この条において「諸費用等」という。)が発生した場合は、当社からの

請求に基づき直ちに支払わなければならない。 

(2) 前項に定める諸費用等は、当社が指示に従った行為もしくは関連する権利の行使ある
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いは関連する支払いの実行を行った後、任意の時に当社によりお客様の取引口座より

全額引き落とし（お客様への通知の有無を問わない）されることにより支払われる。 

(3) 前各項に定める諸費用等の支払いは、第 17 条及び第 19 条に基づく当社の権利を損な

わない。 

 

第 27 条（未払い債務の取り立て） 

お客様の取引口座の残高が、FX トレード取引にかかる当社に対する支払債務の額に不足

する場合、お客様は直ちに当社に対し当該不足額を現金で弁済する。もしお客様が当社の

算出する金額を直ちに支払わない時は、当社は支払い遅延による損害を回復するため、未

払い金の任意の額につき年率 14.6％の割合による遅延損害金を徴収できるものとする。利

息は毎日加算されるものとし、お客様の他の債務とは別個に支払い義務がお客様に生じる

ものとする。 

 

第 28 条（報告書の作成及び提出） 

(1) お客様は、当社が日本国の法令に基づき要求される場合にはお客様にかかる FX トレ

ード取引の内容を日本国の政府機関等宛てに報告することに同意する。この場合、お

客様は当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとする。 

(2) お客様は、当社と行った店頭外国為替証拠金取引に関して、当社が告知義務に則っ

た「先物取引に関する支払調書」を提出することに同意し、当社が「先物取引に

関する支払調書」を作成するにあたり、お客様が提出した本人確認書類を使用す

ることを承諾する。 

(3) 前項の規定に基づく報告書その他の書類作成及び提出に関して発生した一切の損害に

ついては、当社は免責されるものとする。 

 

第 29 条（債務不履行） 

お客様に本契約の債務不履行が生じた場合及び当社が専ら当社の判断するところによりお

客様が当社に対する義務を果たしていない、または将来的に果たすことが出来ないもしく

は果たす意志がないものとみなした場合、当社はお客様に事前に通知することなく次に掲

げる事項を行うことができる。 

(a) 当社が専ら当社の判断するところによりお客様の契約、ポジション、表明に関連する

当社の損害や債務を回復、軽減するもしくは解消するために必要とされる任意の行動、

取引の終了、差し替え、取消、売買・貸借取引その他別個の取引、その他の作為不作

為等を任意の時点で任意の態様で行うこと。  

(b) お客様に本契約の債務不履行が生じた及び当社が専ら当社の判断するところによりお

客様が当社に対する義務を果たしていない、または将来的に果たすことが出来ないも

しくは果たす意志がないものとみなした時点における未決済の全ての FX トレード取
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引を、お客様により取り消されたものと見なすこと。なお、この場合、当該 FX トレ

ード取引にかかる当社の義務はその時点で終了・解消されるものとする。 

 

第 30 条（解約） 

法令に別段の定めのない限り、当事者のいずれか一方は他方に解約の意思を書面または電

磁的方法で通知することにより本契約（当社とお客様との間における本契約に付随または

関連するその他の契約関係を含む。）を終了（解約）することができる。また、当社はお客

様が本契約の第 18 条第 1 項に該当した場合または本契約の本条の 1）ないし 4）に該当し

た場合ならびに本契約のいずれかの規定を遵守履行しない場合には直ちに本契約を終了で

きるものとする。 

(1) 同種端末にて、同一の口座名義人による本口座の取引画面を同時に複数起動（二重ロ 

グイン）し、並行して取引を行った場合、またはその様な取引を行ったと合理的に認

められる場合。 

(2) 端末、回線、ソフトウェア等の不正な操作もしくは改変等による取引を行った場合、

またはその様な取引を行ったと合理的に認められる場合。 

(3) 方法の如何を問わず、正規の注文発注手順を経ないで、極めて短時間に注文発注を機

械的に繰り返す行為を行った場合、またはその様な行為を行ったと合理的に認められ

る場合。 

(4) 取引システム及びＷｅｂシステムに何らかの負荷を与え、システムの正常運用に支障

をきたした場合、またはその可能性があると合理的に認められる場合。 

なお、本契約の終了に際し、お客様の当社に対する次の各号に掲げる債務（但し、当該債

務の内容についてはこれらに限定されない。）は直ちに支払い期限が到来し、支払い義務を

生じるものとする。 

(a) 未払いとなっている料金、手数料、利用料の全て。 

(b) 本契約の終了に伴って発生する全ての取扱手数料。 

(c) 当社がお客様の代理人として行う取引の清算、終結、既存義務の完遂に伴い被る損害

及び費用。 

2. 本契約の終了時において本契約に定められた FX トレード取引に関連する権利義務が残

存する場合、解約によってそれらは影響を受けず、全ての義務が完全に履行されるまで引

き続き本契約ならびに当該 FX トレード取引に関して両当事者の間に特に同意された条件

が適用されるものとする。 

 

第 31 条（契約条項の変更） 

(1) 本契約に定める各条項の内容は、法令の変更、監督官庁の指示・指導もしくはその他

必要が生じたときに随時変更される場合があることを確認する。当社は行おうとする

変更の申し入れを本契約に定める方法により通知し、お客様が所定の期間中に異議の
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申し出をしなかったときは、その変更の申し入れに同意したものとする。 

(2) 本契約が改訂された場合、当社はホームページに掲載することとし、最新版の全文を

常にホームページに掲示するものとする。 

 

第 32 条（紛争解決と準拠法） 

当社とお客様の間で FX トレード取引に関連して争いの生じたときは、両当事者は誠意を

もってその解決に向けて努力するものとする。万一訴訟が避けられないときは、東京地方

裁判所を管轄裁判所とし、本契約ならびに本規則は日本国の法律に準拠し、解釈されるも

のとする。 

第 33 条（契約条件及び執行） 

お客様は、本契約を熟読の上これに合意することを表明し、お客様が FX トレード取引を

行うにあたっては本契約に服することが条件であることを承認する。お客様はお客様の判

断と責任において本契約に服するものであることを確認する。 

 

第 34 条（電話の録音） 

FX トレード取引の重要事項及びその他 FX トレード取引に関連する重要な諸情報が迅速

かつ正確に録音されるよう確保するため、当社は警告音を用いず電話の内容を録音できる

ものとする。当該録音は当社の独占的所有物となり、お客様はそれが注文ならびに指示の

証拠となることを認める。 

 

第 35 条（損害補償） 

お客様が、本契約の履行に関し、故意又は過失により、本契約に定める義務に違反した場

合その他お客様の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、お客様は、当社

が被った一切の損害（当該損害を補填するために当社が負担する弁護士費用等の諸費用等

を含む。）を賠償しなければならない。 

 

第 36 条（連帯責任） 

お客様が組合、匿名組合、パートナーシップであるなど複数の人で構成されている場合、

複数のお客様各自の本契約に基づく責任は連帯責任とする。上記の場合の構成員の一もし

くは複数につき死亡、破産、清算、解散等の事由が生じた場合、それ以外の構成員の本契

約に基づく義務は完全な効力を継続する。この規定は上記の規定ならびに当該構成員の相

続人に対する当社の権利に影響を与えない。  
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附則 

本約款は、平成 20 年 10 月 15 日付で制定され、有効となる。 

本約款は、平成 21 年  3 月  1 日付で改定され、有効となる。 

本約款は、平成 21 年  5 月  1 日付で改定され、有効となる。 

本約款は、平成 21 年  7 月 20 日付で改定され、有効となる。 

本約款は、平成 21 年 10 月 1 日付で改定され、有効となる。 

本約款は、平成 21 年 12 月 1 日付で改定され、有効となる。 
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「FX トレード」インターネット取引規則 

 

 

当社による店頭外国為替証拠金取引にかかる業務は、金融商品取引法その他の関係法令を

遵守して行います。当社のサービスは、インターネット環境によって店頭外国為替証拠金

取引を行うものです（以下「FX トレード」または「FX トレード取引」という。）。お客様

は、「FX トレード」 を利用するにあたり、その基本的契約条件は「FX トレード」外国為

替オンライン取引約款（以下「本契約」という。）により定められるものであること、さら

に、実際の取引に関しては、お客様は自発的に「FX トレード」インターネット取引規則

（以下「本規則」という。）に従い本契約及び本規則上課せられる義務を負うことを承諾し

かつ合意するものとします。 

 

「FX トレード」による取引の方法について 

 

「FX トレード」は、インターネット環境によって行う店頭外国為替証拠金取引です。し

たがって、お客様は、当社の取引サービスを利用する場合に、端末機器やモデムとの接続

回線、取引サービス利用に適したソフトウェアプログラム並びにインターネット接続会社

（プロバイダー）との契約をお客様の責任と費用において準備していただきます。 

 

１．口座開設について 

口座開設の手順は以下のとおりです。 

- 当社ホームページ内の「口座開設」から、「店頭外国為替証拠金取引説明書」、「FX トレ

ード」外国為替オンライン取引約款」（以下「本契約」といいます。）、本規則等のすべ

ての内容についてお客様からご理解と承諾を受ける。 

- お客様は、申込書に必要事項を記入し、申込書と本人確認書を当社宛てに電子メールま

たはファックスで送信するか返信用封筒にて郵送する。 

- 当社による口座開設の審査の上、当社は取引に必要なユーザ ID とパスワードをお客様

が口座開設申込時に当社に登録した住所に簡易書留（転送不要扱い）にて配達する。 

- お客様による入金を依頼し、当社が入金を確認したのち、お客様は取引を開始すること

となる。 

 

２．専用ソフトのダウンロード 

当社のサービスのご利用にあたっては、専用ソフト「FX トレード」のダウンロードが必

要です。ダウンロードは、ホームページ内の「取引システム」（「取引システムダウンロー

ド」）から入手が可能です。画面上のダウンロード方法に従ってお客様自身で行っていただ

きます。 
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3．ユーザ ID 及びパスワードの管理 

本契約に基づいて発行されるユーザ ID とパスワードは、お客様の責任において管理し、

常にお客様のみが使用するものとし、第三者に開示、貸与もしくは譲渡しないものとしま

す。お客様のユーザ名及びパスワードを第三者が使用して「FX トレード」取引を行った

場合、その結果生じた一切の責任はお客様に帰属します。 

 

4．取引価格について 

取引画面上に通貨ペアごとに 1 通貨単位の取引レートを表示します。取引レートは「ビッ

ド価格（お客様の売付価格）」と「オファー価格（お客様の買付価格）」の両価格を表示し

ます。 

 

5．取引証拠金について 

お客様が「FX トレード」を利用して通貨売買の取引を開始する場合、お客様により当社

が定める一定の証拠金維持率以上の証拠金を、あらかじめ当社が指定する金融機関の口座

に入金していただき、当社にて入金確認が可能になった後に取引を開始いただけます。取

引証拠金の受入は、現金のみとなり、株券等の有価証券で代用することはできません。振

込手数料は、原則として、お客様の負担といたします。但し、お客様が、当社が指定する

金融機関の口座に当社が定める方法（いわゆる「クイック入金」）及び条件でお振込み頂い

た場合については、かかる振込手数料については、当社が負担いたします。 

証拠金に関する用語を以下に示します。 

 

当初証拠金 取引を開始するにあたって必要となる証拠金です。 

純資産 お客様の取引口座における資産の状況で、お客様の口座残高、全てのポ

ジションの評価損益の額、及び未受渡金の合計額です。 

利用証拠金 お客様が現時点において保有されているポジションのために現在ご利用

中の証拠金の合計金額です。 

証拠金維持率 「利用証拠金」の「純資産」に対する比率（純資産／利用証拠金）です。 

 

6．ロスカットの取扱い 

１）当社は、お客様の未決済のポジション（建玉）を決済した場合に生じることとなる損

失の額（値洗いによる評価損益及びスワップポイントを加減します。）が証拠金預託額

に対し所定の割合に達した場合、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において建玉を反

対売買して決済します（「ロスカットルール」といいます。）。 

２）当社では、お客様の「証拠金維持率」が 50%未満になるとお客様に事前に通知するこ

となく、当社の裁量によりお客様のポジションを強制的に反対売買により決済（ロス

カット）いたします。 
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３）ロスカットにかかる注文は、成行注文で行われます。したがって、ロスカットが行な

われた場合、お客様にとって不利益な価格での決済となる可能性があり、相場が急激

に変動した場合には、ロスカット（強制決済）があっても、証拠金の額を上回る損失

が生じることがあります。また、ロスカットの結果、お客様に生じる一切の損害に関

して、当社は一切の責任を負いません。 

４）ロスカットのルールは、法令等の定める範囲内において、当社の判断によって変更で

きることとします。 

 

7．取引時間帯 

１）米国の東部標準時（EST）の適用期間 

日本時間の月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時 50 分まで。 

２） 米国の東部夏時間（EDT）の適用期間 

日本時間の月曜日午前 7 時から土曜日午前 5 時 50 分まで。 

３）但し、火曜日から金曜日の取引開始時刻前後において行う定期システムメンテナンス

の時間帯についてはお取引頂く事が出来ません。定期システムメンテナンスの時間帯につ

いては、当社ホームページ上で事前にお客様にお知らせいたします。 

４）お客様は取引サービスを利用できる時間を当社が定めること、さらに当社が当該時間

を事前の通知なく変更できることに同意することとします。 

 

8．注文の受付 

注文は取引画面を通じて行っていただきます。電話、電子メールやファックスなどその他

の手段で注文を受けることはできません。当社は本契約ならびに本規則の定めに従って正

しく提出された売買注文のみを受け付けることとします。お客様は、取引画面にて当該売

買注文を行うにあたり必要事項を全て正確に入力する義務を負います。 

 

9．注文の種類    「FX トレード」で受ける注文は以下の通りです。 

注文の種類  

(1) 「成行注文」 価格指定を行わず、その時々の市場動向に応じた価格で約定

させる注文。 

(2) 「指値注文」 取引成立価格を指定してする注文。 

(3) 「逆指値注文」 指定した価格以上になれば成行で買う、または指定した価格

以下になれば成行で売る注文。 

(4) 「OCO 注文」 ２つの注文を同時に出し、一方が成立した際にもう一方が取

り消される注文。 

(5) 「IF DONE 注文」 新規の注文をする際に仕切りの指値注文を同時に発注する

方法。最初の注文が約定すると、同時に２番目の注文が執行
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される。 

(6) 「トレールストップ」 高値または安値にあわせてリアルタイムで逆指値注文を自

動修正する注文。 

 

１０． 注文の有効期限 

注文の有効期限は、無期限（GTC）です。 

 

１１． 注文の取消・変更 

お客様の注文について、未約定の注文は取消を行うことができます。また未約定注文の変

更は、数量、価格、期限については、変更が可能ですが、それ以外は注文を取り消し、再

度新しい注文を出して頂きます。 

 

１２． 取引数量について 

当社はお客様が取引サービスを利用して行える取引数量を定めます。お客様が当社との間

で行う本取引に係る持高は、当社の定める基準の範囲内とします。 

 

１３． 取引手数料 

当社の「FX トレード」による取引手数料は無料です。但し、取引手数料は変更される場

合があります。 

 

１４． 決済について 

ポジションはすべて反対売買によって差金決済され、「現引」や「現渡」はできません。反

対売買をしない限り、ポジションは自動的にロールオーバーされ、継続します。 

 

１５． 受渡日について 

受渡日は取引日の翌々営業日です。 

 

１６． 注文の執行について 

１）お客様が「FX トレード」を利用して売買注文を出した場合、お客様が「FX トレード」

取引サービスシステムを通じて電磁的に注文の執行を確認できます。 

２）お客様の手違いにより約定した売買注文について、当社は一切責任を負いません。 

３）お客様は、当社は最善の執行の義務を負わないことに合意することとします。 

 

１７． 注文の不執行 

当社はお客様の取引口座に証拠金の不足が生じている場合（すなわち、取引画面上の「証

拠金維持率」が 50％未満の場合）はお客様の「FX トレード」取引を執行しません。当社
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は当該「FX トレード」取引の不成立により生じる損害について責任を負わないものとし

ます。 

 

１８． 電話等による注文・問い合わせ 

１）お客様は、正常にオンライン取引が利用できる場合には、電話等の手段による外国為替

市場の価格照会ならびにお客様の取引口座等に関する各種問い合わせについては、原

則として受付けないことに同意することとします。注文は、取引画面による発注のみ

であり、電話、ファックス、電子メール等その他の手段ではお受けできません。 

２）正常にオンライン取引が利用できない場合で第21 項に基づき当社がお客様にお知らせ

したシステム障害の発生時間中については、お客様がその時点で保有している未決済

のポジションを決済するためのお取引に限って、電話等による注文をお受けいたしま

す。 

 

１９． 報告書について 

お客様は、原則として本取引の報告書をお客様の取引画面からまたは電子メールにて受け

取るなどの電磁的方法により交付を受けることに同意することとします。お客様は報告の

記載内容等に不審な点がある場合に速やかに当社に連絡することとします。 

 

２０． 問い合わせ 

「FX トレード」の詳細に関する当社への問い合わせ先や時間帯はホームページ内の（｠お

客様サポート｡に掲載することとします。 

 

２１． システム障害 

当社は、お客様がオンライン取引が利用できない等、当社の取引サービスシステムに重大な

障害が発生した場合、当社が確認した事実に基づく情報を、お客様が当社に届け出たメー

ル・アドレス宛に電子メールを送信する方法によりお知らせする方法、または、当社ホーム

ページに必要な情報を掲載する方法により、お客様に速やかにお知らせすることとします。

但し、そのお知らせは、お客様への速やかな情報提供を目的として行うものであり、その記

述は、その時点において当社が知り得た情報に基づき最善を尽くしますが、正確性または完

全性を保証するものではありません。 

 

２２． 免責事項 

当社は以下のいずれかに該当する事由によってお客様に損失または損害が発生した場合、

その一切の責任を負わないものとします。 

１）お客様のストップロス注文に従ってポジションを処分した場合 

２）お客様のコンピューター端末、通信回線その他の機器の故障により支障が生じた場合 
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３）当社または「FX トレード」取引サービスの提供に関わる第三者回線の不調により当

社との交信に障害が生じた場合 

４）お客様が本規則第４条に違反した場合 

 

２３． 取引サービス利用の制限及び解除 

当社は以下のいずれかに該当する場合にお客様の「FX トレード」取引サービスの利用を

制限または解除できるものとします。 

１）お客様の預託金残高がなくなったとき 

２）お客様が当社での取引口座を解約したとき 

３）お客様が本契約もしくは本規則の定めに違反し、あるいは当社がお客様は「FX トレ

ード」取引不適格者であると判断したとき 

４）当社が取引サービスを廃止したとき 

 

２４． 取引サービス利用の禁止 

当社はお客様が「FX トレード」取引サービスを利用することが不適当であると判断した

場合には利用を禁止できることとします。 

２５． サービス内容の変更 

当社は「FX トレード」取引サービスに関して、証拠金額、通貨単位、利用できる取引方

法、利用時間などのサービス内容やその範囲の追加、削除、及び変更をホームページに公

表します。但し、特定の場合上記に加えて電子メールにてお客様に通知することがありま

す。 

 

２６． 本契約ならびに本規則の改訂と承認  

１） 本契約ならびに本規則に定める各条項の内容は、法令の変更、監督官庁の指示・指導

もしくはその他必要が生じたときに随時変更される場合があります。当社は行おうと

する変更の申し入れを本契約または本規則に定める方法により通知し、お客様が回答

期限内に異議の申し出をしなかったときは、その変更の申し入れに同意したものとみ

なします。 

２） 本契約が改訂された場合、当社はホームページに掲載することとし、最新版の全文を

常にホームページに掲示いたします。 

カットのルールは当社の判断によって変更できることとします。 

 

２７． 取得情報の個人利用 

お客様は当社のシステムを利用して得た数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的に

のみ利用することとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の再配信等を行わず、

またお客様は、お客様が行う個人的な店頭外国為替証拠金取引以外の理由または目的で当
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社のシステムの利用を行わないことに同意します。 

 

２８． アドバイスの非提供 

１）当社はお客様の売買注文の執行のみを業務とし、特定の「FX トレード」取引のメリ

ット、税効果、何らかの口座の構成比などに関するアドバイスを提供いたしません。さ

らに、当社はチャートやニュース及び市場観測などのかたちで取引情報を提供しますが、

それらはお客様が自ら投資判断を行う助けとなることのみを目的とするものであって、

そのようなニュースや観測の正確性もしくは信頼性については一切責任を負いません。 

２）当社に「FX トレード」取引の利用を申し出るにあたり、お客様は専ら自らの責任に

おいて、独自に「FX トレード」取引の利点とリスクを評価審査するものであることを

表明します。お客様は「FX トレード」取引の利点とリスクを自ら評価するのに十分な

知識と経験を有するものであることを表明します。当社はお客様に本契約及び本規則に

基づき取引される商品の妥当性を一切保証せず、お客様との関係においてなんら受託者

としての義務を負いません。 

 

２９． 個人情報 

１） お客様は、当社及び当社の関連会社が、当社がお客様に関して有する情報を、コンピ

ューター処理し、当該情報をお客様の口座の管理運営もしくはお客様へのサービス提供、

お客様の口座の動向監視ならびに分析、信用供与枠決定その他の信用供与（利率、料率

その他お客様の口座にかかる料金を含む）に関する決定、当社による統計その他の分析

の目的で利用することに合意します。お客様は当社が当該情報を関連会社に上記の目的

で開示できることに合意します。 

２）当社はさらに、当社が保有するお客様に関する情報を、当社に便益を供給する者、当

社の代理業者として行動する者、当社が本契約及び本規則の下で有するその権利義務を

譲渡するもしくは譲渡しようとする者、公認信用照会業者その他の組織に、当社ならび

にそれらが信用供与判断を下す際や詐欺防止の目的あるいは本人確認、詐欺防止または

信用照会手続の一環として開示できることとします。 

 

３０．当社の取引サービスの範囲 

当社がお客様に提供するサービスの範囲は本契約または本規則が定めるところによるもの

とします。お客様は、本契約、本規則ならびに「FX トレード」取引に関するサービスの

内容が、お客様に事前通知なく追加、削除または変更される場合があることを承認します。 

 

３１．本規則の適用日 

本規則は、平成 22 年 3 月 15 日より適用する。 

以上 
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顧客区分管理信託契約におけるお客様の権利等に関する事項の概要 

 

 

株式会社 FX トレード・フィナンシャル（以下「委託者」という。）の外国為替証拠金取引

説明書（以下「説明書」という。）に記載されている委託者、DB 信託株式会社（以下「受

託者」という。）及び田中昭人との間の平成 22 年１月 7 日付顧客区分管理信託契約書（そ

の後の変更を含み、以下「本信託契約」という。）における、顧客（説明書上は「お客様」）

の権利にかかる事項の概要（以下「本概要」という。）は、以下の通りとなります。 

 

本書面において用いる用語の意味は、別段の定めがない限り、別紙 1 の定義集に定めると

ころによるものとします。 

 

当初信託元本 金 500,000,000 円也 

 

受益者 A 号元本受益者  顧客                         

    B 号元本受益者  委託者 

 

信託の目的  顧客が委託者に対して有する顧客預託金返還請求権を保全するため、委託

者に委託者信用事由のいずれかが発生した場合に顧客に返還すべき金銭の

管理・運用 

 

本信託設定日   平成 22 年 1 月 22 日 

 

信託終了日   平成 23 年 1 月 22 日 （但し、自動更新条項あり） 
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(1) 信託された顧客預託金相当額は、委託者が預託を受け、顧客に返還すべき顧客預託金

全額相当額以上の額です（但し、受託者は信託されている金額が顧客預託金相当額と

同額かそれ以上であることの確認、検証を致しません。）。 

(2) 本信託の受益権は、A 号元本受益権及び B 号元本受益権とし、A 号元本受益権に係る

受益者は顧客とし、B 号元本受益権に係る受益者は委託者とします。 

(3) 当初の受益者代理人は、弁護士等である田中昭人とします。 

(4) 受益者代理人は、下記（6）に定める事由が生じていない場合に限り、委託者、受託

者、受益者代理人及び新たに受益者代理人になろうとする者の合意により変更される

ことがあります。 

(5) 委託者の地位が移転した場合であっても、本信託契約の定めに従い受益者代理人の地

位が移転されるまで従前の受益者代理人がその職務を行うものとします。 

(6) 受益者代理人につき以下の事由が生じた場合、委託者は、受託者と協議の上、受益者

代理人を解任することができます。この場合、委託者は、解任後 10 日以内に弁護士

等である新たな受益者代理人を指定するものとします。但し、(ｱ)委託者信用事由が

生じている場合、又は(ｲ)委託者が上記所定の期間内に新たな受益者代理人を指定

しない場合には、受託者が委託者に代わって弁護士等である受益者代理人を選任

することができるものとします。なお、受益者代理人が死亡した場合も上記と同

様とします。 

① 本信託契約に基づく受益者代理人の義務に違反があり、(ｱ)その違反が重大で

ある場合、又は(ｲ)委託者又は受託者が相当の期間を定めて受益者代理人に是

正を求めたにも拘わらず当該期間内に是正されなかった場合 

② 倒産処理手続の開始が申し立てられた場合 

③ 受益者代理人としての職務を適切に遂行できない場合 

④ 後見開始又は保佐開始の審判が申し立てられた場合 

⑤ 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

⑥ 反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年 5

月 15 日法律第 77 号）第 2 条に定義する暴力団その他の社会的に批判を受け、

又は受けるおそれのある事業を営んでいる者を含みます。以下同じ。）とのつ

ながり・関わりが生じた場合 

⑦ 下記（7）に定める受益者代理人の表明保証に違反があり、(ｱ)その違反が重大

である場合、又は(ｲ)委託者又は受託者が相当の期間を定めて是正を求めたに

も拘わらず当該期間内に是正されなかった場合 

⑧ その他受益者代理人を交代すべき正当な理由がある場合 

(7) 受益者代理人は、受託者に対し、本信託契約締結日及び本信託設定日において（本

信託契約に基づき新たな受益者代理人が指名された場合は当該受益者代理人の就
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任の日において）、以下の事項が真実かつ正確であることを表明保証するものとし

ます。 

① 現在、倒産処理手続の開始が申し立てられておらず、かつ、過去、これらの

手続きの開始が申し立てられていないこと。但し、本信託設定日における倒

産処理手続の開始申立については、当該申立が取下げ又は却下される見込み

であることが極めて明らかである場合を除く。 

② 受益者代理人としての職務を適切に遂行する客観的能力・体制を具備してい

ること。 

③ 現在、後見開始又は保佐開始の審判が申し立てられておらず、かつ、過去、

これらの審判が申し立てられていないこと。 

④ 反社会的勢力とのつながり・関わりがないこと。 

(8) 受益者代理人は、本信託契約及び適用法令に基づき行うべき事務（ただし、法令上、

弁護士等である受益者代理人の行うべきものとされるものを除きます。）を、委託

者の内部管理統括責任者に委託することができるものとします。なお、当初の内部管

理統括責任者は、小林彰彦です。 

(9) 受益者代理人は、法令等に違反しない限り、また、本信託契約において別途の定め

がある場合を除き、受託者が信託事務（但し、本信託契約の計算に係る事務その他

受託者の裁量のない事項を除きます。）を遂行するに際し、受託者に対し、指図、

承諾その他の意思決定をする権限を有するものとします。但し、法令上、許容され

る範囲において、信託法第 150 条第 1 項に基づく信託の変更を命ずる裁判の申立権、

及び信託法第 165 条第 1 項に基づく信託の終了を命ずる裁判の申立権については行

使いたしません。なお、A 号元本受益者に関しては、受益者代理人のみが受託者に対

し信託法第 39 条に定める他の受益者の氏名等の開示を請求できるものとします。 

(10) 委託者は、本信託に本信託財産の元本の評価額から信託報酬留保金勘定残高を差

し引いた額が顧客区分管理必要額に満たなくなった場合には、満たなくなった日

の翌営業日から起算して2営業日以内に、その不足額に相当する金銭を本信託財産

に追加信託する他、A号元本受益者の権利・利益を保護するため、必要な措置を講

じます。 

(11) 受託者は、信託法第34条第1項第2号ロの規定に従い、本信託財産を固有財産及び他の

信託財産と分別して管理することにします。 

(12) 本信託契約の契約期間は本信託設定日から1年で、本信託契約の契約期間満了日の60

日前までに、受託者又は委託者いずれか一方から他方に対して、書面による契約終

了の意思表示を行わない限り｢本信託契約の契約期間は｢さらに1年間延長され｢その後｢

延長された期間についても同様です｟ 

(13) 本信託契約は、契約期間満了日前においては、受託者、委託者及び受益者代理人

の合意がある場合でかつ法令等に反しない場合に限り、その全部又は一部の解約
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をすることができるものとします｟ただし、委託者信用事由が生じている場合、ま

たは生ずる恐れがあると受益者代理人又は受託者が合理的に判断する場合は、受

託者及び受益者代理人の合意がある場合でかつ法令等に反しない場合に限り、そ

の全部又は一部の解約をすることができるものとします｟なお、上記に拘わらず、

委託者は、①本信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額と信託報酬留保金勘

定残高の合計額を超過する場合に、その超過額の範囲内で本信託契約の一部の解

約を行う場合、又は②他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託すること

を目的として本信託契約の全部又は一部の解約を行う場合のいずれかに該当する

ことを予め受益者代理人が書面により確認した場合には、委託者信用事由が発生

している場合を除き、本信託契約の全部又は一部の解約をすることができます｟ 

(14) 受託者は｢経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成又は信託事務の遂

行が困難となったと認めた場合、又は本信託契約に基づく委託者の義務違反があり、

受託者が委託者に対して催告を行ったにも拘わらず、当該催告到達後1週間以内に

当該違反が治癒されない場合は｢委託者及び受益者代理人（受益者代理人が存在しな

い場合には、委託者のみ）に対し｢相当な期間をもってする書面での予告により｢受託

者を辞任することができるものとします｟この場合｢受託者は｢辞任によって生じた

損害について｢その責を負わないものとします｟ 

(15) A号元本受益権は、委託者につき以下のいずれかの事由が生じた場合にのみ行使する

ことができるものとします。受託者に対するA号元本受益権の行使は、受益者代理

人が存在する限り、各A号元本受益者がそれぞれ個別に行うことなく、受益者代理

人が一括してこれを行うものとします｟ただし、他の規定に拘わらず、受益者代理

人が顧客預託金の返還等のために必要と判断した場合、A号元本受益権は、当該受

益者代理人により、全てのA号元本受益者について一括して行使されるものとしま

す。その場合、受益者代理人は、受託者に書面で通知することにより、本信託契

約を終了することができるのとします｟ 

① 委託者について、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始、

特定調停手続その他の同等の法的倒産手続の申立てがなされた場合 

② 外国為替証拠金取引等の業務を行うために必要な許可｢認可若しくは免許が失

効し｢又は取り消されたこと 

③ 外国為替証拠金取引等の業務の全部又は一部について業務停止命令をうけた

こと 

④ 外国為替証拠金取引等の業務の全部を廃止したこと 

⑤ 委託者が支払不能、支払停止もしくは債務超過に陥り、又は手形交換所の取引

停止処分を受けた場合 

⑥ 委託者が、本信託契約およびこれに関連する契約に基づく取引に関する委託者

の義務の履行能力に重大な悪影響を及ぼす合併、事業譲渡、又は事業の変更も
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しくは再編成を行った場合 

⑦ 金融商品取引法第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項又は第54条の規定に

より金融商品取引法第29条の登録を取り消されたとき。 

⑧ 金融商品取引法第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定により法第

33条の2の登録を取り消されたとき。 

⑨ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行っ

たとき（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手

続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行った

とき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを

行ったとき。）。 

⑩ 金融商品取引業等の廃止（外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国

内に設けたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。⑩に

おいて同じ。）をしたとき、若しくは解散（外国法人である金融商品取引業者

等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。⑩において同

じ。）をしたとき、又は金融商品取引法第50条の2第6項の規定による金融商品

取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。 

⑪ 金融商品取引法第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

（同項第7号 に該当する場合に限ります。）を受けたとき。 

⑫ 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

（平成8年法律第95号）第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てを行

ったとき。 

⑬ 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第379条 、第448

条又は第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。 

委託者及び受益者代理人は｢委託者につき上記各号に定めるいずれかの事由が生

じた時は｢直ちに受託者に通知するものとします｟ 

(16) 基本的に、本信託契約に関するA号元本受益者の行為、A号元本受益者を相手方とする

委託者又は受託者の行為については｢受益者代理人のみがこれを行い又は受益者代理

人のみを相手方として行います。 

(17) A号元本受益者がA号元本受益権を行使する場合にそれぞれのA号元本受益者に支払わ

れる金額は、当該A号元本受益権の行使の日における元本換価額（本信託財産（［A号］

元本部分に限ります。）を換価して得られる額をいいます。以下同じ。）に、当該日に

おける顧客区分管理必要額に対する当該A号元本受益者に係る個別顧客区分管理金額

の割合を乗じて得た額（当該額が当該個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該

個別顧客区分管理金額）とします。 

(18) 本信託契約は次の場合に終了します｟ 

① 上記（15）の規定により｢本信託契約が終了したとき 
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② 契約期間が満了したとき 

③ 本信託契約に規定する委託者による表明保証違反の場合の規定又は上記（13）

の規定により｢本信託契約の全部が解約されたとき 

④ 委託者による本信託契約の違反があった場合で、(ｱ)その違反が重大であるとき、

又は(ｲ)受託者が相当の期間を定めて委託者に是正を求めたにも拘らず当該期

間内に是正されなかったとき。ただし、この号の規定に基づく終了は、法令上、

許容される場合に限るものとします。 

⑤ 下記（1）又は（2）に定めるもののほか、信託法第163条各号に定める事項が

発生したとき。ただし、この号の規定に基づく終了は、法令上、許容される場

合に限るものとします。 

イ) 受益者代理人が存在しない状態が30日以上継続した場合 

ロ) 金融商品取引法その他の法令等の改正により本信託契約の変更が必要な

場合で、法令等の改正の施行日までに、第36条に規定される受託者、委託

者及び受益者代理人の間での変更の合意に至らなかったとき 

(19) 受託者は、本信託金の管理事務及び本信託財産の保存に必要な事務の履行に関し、善

良なる管理者としての注意義務（善管注意義務）を負っていますが、以下の義務は負

っていません。 

① 本信託契約に基づき又はこれに関連して委託者、受益者代理人その他の第三者か

ら受領する通知、報告その他の情報に従って信託業務を遂行すべき場合において、

当該通知、報告その他の情報の内容の真実性、正確性若しくは完全性等につき、

独自に調査、検証｣確認又は検討等を行うこと。 

② 委託者（B号元本受益者として行う場合を含みます。）又は受益者代理人の指図に

従って信託業務を遂行すべき場合において、当該指図の合理性や、当該指図に従

った場合にもたらされる結果につき、独自の検証又は検討を行うこと。 

③ 信託業務の遂行に当たり、弁護士、公認会計士及び税理士その他の専門家である

第三者に対し助言を求め、又は事務を委託した場合において、当該助言の内容に

つき自ら精査｣検証し、又は事務の遂行状況につき管理・監督すること。なお、受

託者は、信託業務の遂行に当たり合理的に必要と考えた場合には、委託者又は

受益者代理人の指図を求めることなく、自ら適当と考える専門家に対し、助言

を求め、又は事務の委託を行うことができるものとします。 

④ 委託者、受益者代理人、受益者又はこれらの代理人が行った行為につき、管理｣

監督すること。 

⑤ 顧客預託金のうち、本信託金として信託設定することが必要となる金額を算定す

ること。 

その他、受託者の善管注意義務に関して、以下の規定が適用されます。 

① 委託者が上記（10）等に定める金銭の追加信託を行わなかったこと、又は本信託



- 49 - 

契約の定めに従って通知若しくは指図を行わなかったことにより本信託財産に

生じた損害について受託者は責任を負いません。 

② 受託者は、（ⅰ）受託者が本信託契約に基づく受益者代理人又は委託者の意思決

定に従った行為、（ⅱ）受託者が受益者代理人の承諾を得てした行為、（ⅲ）受託

者が委託先に対し本信託契約に基づく信託事務を委託した行為、（ⅳ）委託者、

受益者代理人、受益者又は委託先の行為、又は（ⅴ）本信託契約において指定さ

れている行為の結果として生じた損害について、法令上、許容される範囲におい

て、責任を負わないものとします。 

③ 受託者は、本信託契約に基づく信託事務を処理するにあたり、弁護士、公認会計

士その他の専門家の助言を得るときは、かかる助言に依拠した事務処理の結果と

して生じた損害について、法令上、許容される範囲において、責任を負わないも

のとします。 

④ 受託者は、本信託契約に基づく信託事務の処理に関連して本信託契約の当事者、

委託先その他の本信託に関連する者から受領する指図その他の通知がなされる

ときは、その作成又は内容につき明らかに虚偽と認められる場合を除き、かかる

通知に依拠して信託事務を処理することができ、その作成又は内容が虚偽であっ

たことに基づき生じた損害について、責任を負わないものとします。 

(20) 受託者は本信託契約の定め及び受益者代理人の指図等に従い信託事務を履行します。

また、受託者は、本信託契約の定めに従い、第三者に対し信託事務を委託することが

あります。  

(21) 受託者は本信託契約の定めに従い委託者に対し信託報酬を請求しますが、本信託財産

から収受することもできます。 

(22) 受託者は委託者、受益者代理人、A号元本受益者、B号元本受益者又はその他何人に対

しても、証拠金元本を保証しません。 

(23) 受託者は、委託者又は受益者代理人による指図、承諾その他の意思決定が遅れたこ

とにより、又は、本信託契約の定めに従い委託者又は受益者代理人の指図を求め

ることなく信託業務を遂行したことにより、受益者又は本信託財産に損害等が生じ

たとしても、一切責任を負いません。 

(24) 受益者代理人は｢本信託契約の目的に従い善良な管理者の注意をもって受益者代理人

としての義務を履行します｟ 

(25) 本信託契約において受益権証書の作成・交付はなされません。 

(26) 本信託契約の受益権は譲渡又は質入することはできません｟ 

(27) 受託者が本信託契約に従って信託事務を遂行することに伴い委託者、受益者代理

人又は受益者に対して本信託契約に関連して負担する債務（委託者又は元本受益

者に対して負担する損害賠償債務を除く。）の責任財産は本信託財産に限定される

ものとし、受託者の固有財産には及ばないものとします。本信託財産が当該債務
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の履行をするのに不足する場合には、受託者以外の本信託契約の当事者に対する

受託者の残存債務は、直ちに消滅するものとします。委託者、受益者代理人又は

受益者は、受託者が本信託契約に従って信託事務を遂行することに伴い委託者、

受益者代理人又は受益者に対して本信託契約に関連して負担する債務に係る債権

の満足を得るため、本信託財産以外の受託者のいかなる財産に対しても民事執行

手続又は民事保全手続に係る申立を行わないものとし、かかる申立を行う権利を

放棄するものとします。 

(28) 委託者、A号元本受益者及び受益者代理人は、本信託財産につき、倒産処理手続の

開始を自ら又は第三者を通じて申し立てないものとし、また、第三者による申立

てに対し参加及び同意しないものとします。委託者は、B号元本受益者兼委託者と

して、この規定に同意します。受託者は、本信託の受益権に係る受益債権の全額の支

払が完了してから1年と1日を経過するまでの間、本信託財産につき、倒産処理手続開

始を自ら又は第三者を通じて申し立てないものとし、また、第三者による申立てに対

し参加及び同意しないものとします。ただし、受託者が本項に従うことが、適用法

令又は受託者の本信託契約に基づく善管注意義務に違反し、又は違反するおそれ

がある場合には、この限りでないものとします。 

(29) 本信託財産に係る破産手続については、以下の規定が適用されるものとします。 

① 破産法第10章の2の規定に基づき、本信託財産につき破産手続開始の申立てがな

された場合、かかる申立ての時点における受益権に係る元本金額相当額を、当該

受益権の元本の償還として支払うよう請求する権利が発生し、かつ、直ちにその

履行期が到来するものとします。但し、当該申立てが却下された場合には、本①

による元本金額相当額の請求権発生の効果及び当該請求権についての履行期到来

の効果は生じなかったものとみなします。 

② 破産法第10章の2の規定に基づき、本信託財産につき破産手続が開始され、かつ、

係属している場合には、適用ある法令に反しない限り、以下の特例に従うものと

します。 

（ⅰ）委託者又はA号元本受益者は、その有する受益権につき、当該破産手続の

開始直前の本信託の計算期日までに現実に発生しており、かつ、支払がな

されていない元本償還請求権及び収益配当請求権を受益債権として、当該

破産手続に参加することができます。 

（ⅱ）上記（ⅰ）の規定に拘わらず、受託者の本信託財産を交付する債務（上記

（ⅰ）に定める委託者又はA号元本受益者に対する債務に限られないが、

信託法第2条第9項に定める信託財産責任負担債務に限ります。）の効力は、

以下一から四までに定める優先順位の最も高い項目を除き一旦停止され、

以下一から四までに定める優先順位のより高い項目の支払（配当、寄託を

含みます。）が完全に行われることを停止条件として効力を生じます。また、
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上記（ⅰ）に定める受益債権の金額については、本（ⅱ）による停止条件

が成就した時点における本信託財産の金額を上限としてのみ生じるものと

します。 

    一 信託報酬｢公租公課、送金手数料その他諸費用を本信託財産から

支弁し｢又は必要額を受託者に留保します。 

    二 返還可能額のうち各顧客のA号元本受益権相当額の合計を受益

者代理人に交付します｟ 

    三 受益者代理人は遅滞なく各顧客のA号元本受益権相当額を当該

顧客の指定する預貯金口座に振り込みます｟ 

    四 受託者は｢返還可能額から各顧客のA号元本受益権相当額の合計

を控除した後｢さらに残額がある場合｢当該残額を委託者に交付

します｟但し｢受託者は｢委託者の当該残額請求権と受託者が委

託者に対して有する債権(受託者の固有財産に属する債権であ

るか本信託財産に属する債権であるかを問わない｟) を対当額

で相殺することができるものとします｟ 

（ⅲ）本信託契約のうち本信託契約が終了した場合に本信託財産を交付する旨の

規定は、当該破産手続終了後の残余財産（もしあれば）についてのみ、か

つ、当該破産手続の終結後に限り、適用します。 

③ 委託者又はA号元本受益者に対し、上記②（ⅱ）の規定により効力を生じていな

い債務に係る支払がなされた場合には、かかる支払を受けた委託者又はA号元本

受益者は、直ちに受領した金員を受託者に返還するものとします。 

(30) 信託法第149条第2項及び第3項に拘わらず、本信託契約は、委託者、受託者及び受益

者代理人（受益者代理人が存在しない場合は、委託者及び受託者）の書面による合意

によってのみ変更されるものとします。但し、金融商品取引法その他の法令等の改正

その他やむを得ざる事情により必要が生じた場合は、受託者は委託者及び受益者代理

人と協議の上、本信託契約を変更することができるとともに、委託者は、受託者と協

議の上、受益者代理人の同意を得て、かつ受託者との合意をもって、本信託契約を変

更することができます。なお、本信託契約の変更に関連して受託者が負担する費用（弁

護士報酬を含みます。）は諸費用として、本信託契約に従い、委託者又は本信託財産か

ら支払われるものとします。 

(31) 本信託に関して受託者が行う公告については、法令に別段の定めがある場合を除き、

日刊工業新聞に掲載して行うものとします。 
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（別紙 1） 

定義集 

 

以下の用語は、本概要において、以下に定める意味を有するものとします。 

 

委託者信用事由：本概要（15）各号に掲げる事由 

 

A 号元本受益者：本概要（2）に規定する A 号元本受益権に係る受益者 

 

顧客：本信託設定日以降（当日を含みます。）本信託の終了日（当日を含みます。）ま

での期間において、委託者に対して顧客預託金返還請求権を有する又は取得する委託

者の顧客 

 

顧客区分管理必要額：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 6 号に定める顧客区分管理必要

額 

 

顧客預託金：委託者の顧客が委託者の外国為替証拠金取引約款・規定集に従った外国

為替証拠金取引に関して委託者に預託した証拠金その他の保証金 

 

個別顧客区分管理金額：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 6 号に定める個別顧客区分管

理金額 

 

受益者：A 号元本受益者及び B 号元本受益者 

 

諸費用：本信託の信託事務の処理に関連して発生した損害等、受益者代理人に係る費

用、第 20 条の規定に基づく信託事務の委託に係る費用その他の諸費用 

 

信託報酬留保金勘定：本信託契約に係る信託報酬並びに公租公課及び諸費用を保管す

るための勘定 

 

信託目的：本概要表記要項に「信託の目的」として記載している事項 

 

損害等：損害、損失、費用（合理的な範囲の弁護士、会計士、税理士、監査法人等の

報酬及び費用を含みます。）又は責任（第三者からの請求によるものを含みます。） 
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倒産処理手続：破産手続又は再生手続その他法令上適用のありうる倒産処理手続（将

来、新たに制定され、又は本信託財産に適用される手続を含みます。） 

 

当初信託元本：本概要表記要項記載の当初信託元本 

 

内部管理統括責任者：社団法人 金融先物取引業協会の規程に従い委託者が内部管理責

任者として届け出ている者 

 

B 号元本受益者：本概要（2）に規定する B 号元本受益権に係る受益者 

 

弁護士等：内閣府令第 143 条の 2 第 1 項第 2 号に定める弁護士等 

 

本信託：本信託契約に基づいて設定される信託 

 

本信託金：本信託契約の定めに従い委託者が受託者に対して信託した金員 

 

本信託契約：平成 22 年 1 月 7 日付株式会社 FX トレード・フィナンシャル、DB 信託

株式会社及び田中昭人との間の顧客区分管理信託契約 

 

本信託契約締結日：本信託契約を締結する日 

 

本信託財産：本信託に係る信託財産 

 

本信託設定日：本信託が設定される日 
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（参照条文） 

 

信託法第2条第9項 

この法律において「信託財産責任負担債務」とは、受託者が信託財産に属する財産をも

って履行する責任を負う債務をいう。 

 

信託法第34条 

 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、

次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しな

ければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあ

るときは、その定めるところによる。 

 一 第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産（第三号に掲げるものを除

く。） 当該信託の登記又は登録 

 二 第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産（次号に掲げるものを除

く。） 次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 

  イ 動産（金銭を除く。） 信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産

に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法 

  ロ 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 その計算を明らかにする方法 

 三 法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で

定めるもの 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託

の登記又は登録をする義務は、これを免除することができない。 

 

信託法第 39 条 

 受益者が二人以上ある信託においては、受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項を相

当な方法により開示することを請求することができる。この場合においては、当該請求

の理由を明らかにしてしなければならない。  

一  他の受益者の氏名又は名称及び住所  

二  他の受益者が有する受益権の内容  

２  前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を

除き、これを拒むことができない。  

一  当該請求を行う者（以下この項において「請求者」という。）がその権利の確保又は

行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。  

二  請求者が不適当な時に請求を行ったとき。  

三  請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行っ

たとき。  
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四  請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事

するものであるとき。  

五  請求者が前項の規定による開示によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報す

るため請求を行ったとき。  

六  請求者が、過去二年以内において、前項の規定による開示によって知り得た事実を利

益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。  

３  前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところ

による。 

 

信託法第 149 条 

 信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合

においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定

めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるとき

は委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の

信託行為の内容を通知しなければならない。  

一  信託の目的に反しないことが明らかであるとき 受託者及び受益者の合意  

二  信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき 

受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示  

３  前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に

定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、

第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容

を通知しなければならない。  

一  受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 委託者及び受益者  

二  信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき 

受益者  

４  前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところ

による。  

５  委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、

第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益

者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。 

 

信託法第 150 条 

 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法

に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者

の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受託者の申立
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てにより、信託の変更を命ずることができる。 

２ 前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなけれ

ばならない。 

３ 裁判所は、第一項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなけ

ればならない。 

４ 第一項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。 

５ 第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告

をすることができる。 

６ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 

 

信託法第163条 

 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。  

一  信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。  

二  受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。  

三  受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。  

四  受託者が第五十二条（第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合

を含む。）の規定により信託を終了させたとき。  

五  信託の併合がされたとき。  

六  第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。  

七  信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。  

八  委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた

場合において、破産法第五十三条第一項 、民事再生法第四十九条第一項 又は会社更生法

第六十一条第一項 （金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項 及び

第二百六条第一項 において準用する場合を含む。）の規定による信託契約の解除がされた

とき。  

九  信託行為において定めた事由が生じたとき。 

 

信託法第165条 

 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが

信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至っ

たことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、

信託の終了を命ずることができる。 

２ 裁判所は、前項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなけれ

ばならない。 

３ 第一項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 

４ 第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告
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をすることができる。 

５ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 


